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Ⅰ 鳥獣被害対策について
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農作物被害額の推移

○ 野⽣⿃獣による農作物被害額は161億円（令和２年度）。全体の約７割がシカ、イノシシ、サル。
○ 森林の被害⾯積は全国で年間約６千ha（令和２年度）で、このうちシカによる被害が約７割を占める。
○ ⽔産被害としては、河川・湖沼ではカワウによるアユ等の捕⾷、海⾯ではトドによる漁具の破損等が深刻。
○ ⿃獣被害は営農意欲の減退、耕作放棄・離農の増加、さらには森林の下層植⽣の消失等による⼟壌流出、

希少植物の⾷害等の被害ももたらしており、被害額として数字に表れる以上に農⼭漁村に深刻な影響を及ぼしている。

農作物被害

【出典】「全国の野⽣⿃獣による農作物被害状況について」（農林⽔産省）
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シカ・イノシシの個体数推定結果について

○ シカは平成元年度～令和２年度で約９倍（中央値）に増加。平成26年度以降は減少傾向。
○ イノシシは平成元年度～令和２年度で約５倍（中央値）に増加。平成26年度以降は減少傾向。

【出典】「全国のニホンジカ及びイノシシの個体数推計等の結果について（令和３年度）」（環境省）
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当⾯の捕獲⽬標

シカ・イノシシの⽣息頭数を10年後までに半減

シカ
293万頭

イノシシ
120万頭

北海道
︓ 77万頭

北海道以外
︓216万頭

413万頭*

シカ・イノシシ
⽣息頭数（万頭）

*環境省において推定（北海道の⽣息頭数は北海道が独⾃に推定）。
推定値は随時新たなデータを活⽤し算出（令和４（2022）年３⽉更新）。

イノシシ
約60万頭

シカ**
約147万頭

**北海道分は北海道エゾシカ管理計画（第6期︓令和４〜９年度）で⽰している基準年の推定⽣息数の半数（39万頭）を⽤いた。

約207万頭

【抜本的な⿃獣捕獲強化対策 イメージ】

○ 事業者を認定する制度の創設
（H26⿃獣保護管理法改正）

→都道府県等が実施する
認定⿃獣捕獲等事業者等の
⼈材育成への⽀援

○ 実施隊への多様な⼈材の
活⽤、研修等⼈材育成の充実強化
（R3⿃獣被害防⽌特措法改正）
等

※ この他、被害防除や⽣息環境管理等の関連施策を併せて実施

○ 都道府県による個体数調整の強化
（H26⿃獣保護管理法改正）

→管理のための捕獲事業の制度化
→上記事業における夜間銃猟の実施

○ ⿃獣被害対策実施隊の
設置促進・体制強化

（H28⿃獣被害防⽌特措法改正）

○ 都道府県による広域捕獲の措置を強化
（R3⿃獣被害防⽌特措法改正）

→国の広域捕獲に要する費⽤の⽀援

○ ICT等の技術開発の成果の普及
（R3⿃獣被害防⽌特措法改正） 等

○ ⽣態系や農林⽔産業等に深刻な被害を及ぼしている野⽣⿃獣について、抜本的な捕獲強化に向けた対策を講じ、当
⾯の捕獲⽬標として、シカ、イノシシの⽣息頭数の１０年後までの半減を⽬指すこととした『抜本的な⿃獣捕獲強化対
策』を平成２５年１２⽉に環境省及び農林⽔産省にて策定。

抜本的な⿃獣捕獲強化対策（平成25年12⽉ 環境省・農林⽔産省策定）

10年後
令和5(2023)年度

基準年
平成23(2011)年度

400

200

【捕獲事業の強化】 【捕獲従事者の育成・確保】
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シカ・イノシシの捕獲頭数の推移

※ シカは北海道のエゾシカを含む数値。
※ シカ及びイノシシのR２捕獲数は速報値（令和3年8⽉19⽇現在）。捕獲数の訂正等により今後変更があり得る。

【出典】「捕獲数及び被害等の状況等」（環境省）に基づき⿃獣対策室で作成
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捕獲の抜本的な強化に向けた集中捕獲キャンペーン

➢ 鳥獣被害の一層の低減のため、シカ・イノシシを半減させる目標を設定しており、この達成に向けて直近で年間約
20万頭の捕獲の上積みが必要な状況。

➢ このため、各都道府県と連携して、①各都道府県の捕獲目標の設定又は見直し、②集中的に捕獲をするエリア
を設定した上で、本年度の狩猟期の捕獲を「集中捕獲キャンペーン」と位置づけ、捕獲を抜本的に強化。

〇ニホンジカ及びイノシシについて、半減目標の達成

に必要な頭数が捕獲されるよう、全都道府県で捕獲目

標の設定・見直しを実施。

⇒全国で捕獲の実績から、約２０万頭を上積み

１．全都道府県の捕獲目標の設定・見直し

0

30

60

90

120

150
（万頭）

必要頭数

捕獲の実績 今後の必要頭数

イノシシ

シカ

実績：約120万頭 ＋約20万頭

〇必要な捕獲活動や、自治体・猟友会等による体

制整備等の活動に対して、国として予算支援。

２．都道府県ごとの捕獲強化エリアの設定

〇被害防止に重要な地域や、捕獲頭数が足りていな

い地域について、市町村や隣接県と調整の上「捕獲

強化エリア」に設定。

⇒シカ、イノシシそれぞれの捕獲強化エリアを設定

狩猟期を「集中捕獲キャンペーン」と位置付けて
全国各地で捕獲を抜本的に強化

R2 R3 R4 R5R1H30H29H28H27H26H25H24H23

イラスト：緑山のぶひろ
C Nobuhiro Midoriyama

シカの捕獲強化エリア イノシシの捕獲強化エリア
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鳥獣被害防止特措法（鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律）

○ 鳥獣被害の深刻化・広域化を踏まえ、平成19年12月に鳥獣被害防止特措法が全会一致で成立。被害対策の担い手の確保、捕獲の一層

の推進、捕獲鳥獣の利活用の推進等を図るため、平成24年、26年、28年及び令和３年に改正。

○ 現場に最も近い行政機関である市町村が中心となって、被害防止のための総合的な取組を主体的に行うことを支援する等の内容。

〇 令和３年の改正で都道府県による市町村をまたいだ被害防止に関する措置等を規定。

農林水産大臣が被害防止施策の基本指針を作成 基本指針に則して、市町村が被害防止計画を作成

〇現場に最も近い行政機関である市町村が、策定した被害防止計画に基づき、総合的な取組を行うことに対して支援すること等
【主な支援措置】

・財政支援： 特別交付税の拡充（交付率0.5→0.8）、補助事業による支援など、必要な財政上の措置が講じられる。

・権限委譲： 市町村が希望する場合、都道府県から被害防止のための鳥獣の捕獲許可の権限が委譲される。

・人材確保： 鳥獣被害対策実施隊を設置することができ、捕獲隊員には狩猟税の軽減措置等の措置が講じられる。

〇一定の要件を満たす場合、①鳥獣被害対策実施隊員については『当分の間』、②鳥獣被害対策実施隊員以外の者で被害防止計
画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事する者については『平成26年12月３日までの間』、銃刀法に基づく猟銃の所持許可の更新時
等における技能講習を免除する規定を追加。

〇国及び都道府県が対象鳥獣の捕獲等に要する費用の補助、捕獲鳥獣の食肉処理施設の整備充実、流通の円滑化等を講ずること
を明記。

Ｈ19
（制定）

Ｈ24
（改正）

〇銃刀法に基づく技能講習を一部免除する規定について『平成28年12月３日までの間』に２年間延長。Ｈ26
（改正）

〇銃刀法に基づく技能講習を一部免除する規定について『平成33年12月３日までの間』に５年間延長。
〇鳥獣被害対策実施隊の設置促進・体制強化に係る規定を新設。
〇目的規定に捕獲した鳥獣の食品としての利用等を明記する等、食品としての利用等を推進するための規定を新設。

Ｈ28
（改正）

〇銃刀法に基づく技能講習を一部免除する規定について『令和９年４月15日までの間』に５年間延長。
〇都道府県による市町村をまたいだ被害防止に関する措置及び同措置に要する国による費用の補助に係る規定を追加。
〇国及び都道府県が捕獲等の技術の高度化のための技術開発の推進に加えて、その成果の普及を行うことについての規定を追加。
〇被害防止や捕獲した鳥獣の有効利用に係る体系的な研修の実施についての規定を追加。
〇捕獲した鳥獣の用途にペットフード、皮革を追加、ジビエ利用に係る衛生管理の高度化に係る規定を新設。

R３
( 改正)
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【第１の柱】個体群管理
⿃獣の捕獲

⿃獣被害対策の３本柱

〇 ⿃獣被害対策は、個体群管理、侵⼊防⽌対策、⽣息環境管理の３本柱が基本。
〇 この活動を地域ぐるみでいかに徹底してできるかが、対策の効果を⼤きく左右。

【第３の柱】⽣息環境管理
刈払いによる餌場・隠れ場の管理
（緩衝帯の整備）、放任果樹の伐採

放任果樹の伐採

⿃獣対策の鉄則︕３つの柱

【第２の柱】侵⼊防⽌対策
柵の設置等による被害防除

緩衝帯の整備侵⼊防⽌柵の設置
8



⿃獣被害防⽌総合対策交付⾦

＜対策のポイント＞
農作物被害のみならず農⼭漁村での⽣活に影響を与える⿃獣被害の防⽌のため、⿃獣の捕獲等の強化やジビエフル活⽤への取組等を⽀援します。

＜事業⽬標＞
○ 農作物被害を及ぼすシカ、イノシシの⽣息頭数を平成23年度から半減（約190万頭［令和５年度まで］）
○ 野⽣⿃獣のジビエ利⽤量を令和元年度から倍増（4,000t［令和７年度まで］）

＜ 事 業 の 内 容 ＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞
⿃獣被害防⽌総合対策交付⾦ 10,003（11,005）百万円

市町村が作成した「被害防⽌計画」に基づく取組等を総合的に⽀援します。
① 侵⼊防⽌柵、焼却施設、捕獲技術⾼度化施設等の整備〔1/2以内、柵を直営施⼯する場合は定額⽀援〕
② 地域ぐるみの被害防⽌活動・捕獲等の強化

ア 捕獲活動経費の直接⽀援〔獣種等に応じた上限単価以内での定額⽀援〕
イ 都道府県が⾏う広域捕獲に係る調査、捕獲活動、⼈材育成等の⽀援

〔限度額内で定額⽀援〕
ウ ICTを総動員した被害対策のモデル地区の整備〔限度額内で定額⽀援〕
エ 新規猟銃取得に係る⽀援〔1/2以内〕※対象は実施隊員等に限る
オ クマに対する地域ぐるみの総合的な対策の⽀援〔限度額内で定額⽀援〕

③ ジビエ利活⽤の推進
ア 処理加⼯施設やジビエカー、簡易な⼀次処理施設等の整備〔1/2以内〕
イ 処理加⼯施設と⼀体となった加⼯製造設備の整備〔1/2以内〕
ウ ジビエカーのリース導⼊⽀援〔1/2以内〕
エ ペットフード等を含む多様な需要拡⼤のため、プロモーション等への取組を⽀援 〔定額⽀援〕

＜事業の流れ＞

国 都道府県 地域協議会等
交付 1/2以内等

国 ⺠間団体等
交付（①、②アエオ、③アイウの事業） （③エの事業）

・多⾯的機能⽀払交付⾦のうち多⾯的機能の増進を図る活動等の⼀部（⿃獣緩衝帯の整備・保全管理等）
・中⼭間地域等直接⽀払交付⾦のうち⽣産性向上加算及び集落機能強化加算等（捕獲対策・ジビエ利⽤拡⼤等）
・農⼭漁村振興交付⾦のうち最適⼟地利⽤対策（⿃獣緩衝帯機能を有する計画的な植林等）

〔⿃獣被害対策推進枠〕

等

〔総合的な⿃獣対策・ジビエ利活⽤への⽀援〕

捕獲活動経費の
直接⽀援

刈り払い等による
⽣息環境管理

侵⼊防⽌柵の設置や
捕獲機材の導⼊

処理加⼯施設等の
整備

処理加⼯施設等
における⼈材育成

〔ジビエフル活⽤に向けた取組〕〔捕獲等の強化〕

②ジビエカーのリース導⼊⽀援

①利⽤可能な個体のフル活⽤体制構築
処理加⼯施設と⼀体となった加
⼯製造（⽸詰、パッキング等）
のための設備の整備等による処
理体制の構築

広域搬⼊体制を整備するために、ジビ
エカーの導⼊の加速化

①広域的な捕獲体制の構築

②ICTを総動員した被害対策の推進
ICTを総動員した被害対
策を推進するモデル地区
を整備することにより技術
の普及を推進

都道府県が中⼼となった、県や市町村をまたぐ広域的な捕獲を
推進するための取組を⽀援

市境

A市

繁殖場所など個体の供給
源に対して広域捕獲

市町村をコーディ
ネートして広域捕獲

B市

ActionCheck
PDCAサイクル
に基づく被害対
策を実施

Plan
Do

③ジビエペットフード等を含む多様な需要拡⼤
ペットフード原料の安定供給、⽪⾰や
その他多⽤途利⽤に向けた取組を推
進し、捕獲⿃獣の利活⽤による需要
拡⼤を図る

国 都道府県
交付 （②イウの事業）

＜予算額の推移＞
年度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R３ R４

当初予算額 28 28 23 113 95 95 95 95 95 95 104 102 100 120
（うち推進枠 10)

121
（うち推進枠 21）

補正予算額 － 4 － － 10 30 20 12 9 13 3 5 23 16

※上表以外に、Ｈ24年度補正予算で別途措置した基⾦事業により、捕獲活動経費の直接⽀援等を実施（H26年度まで）。

（億円）

【令和４年度予算額 12,056（12,050）百万円】
（このうち⿃獣被害対策推進枠 2,053（1,045）百万円）

（令和３年度補正予算額（所要額） 4,000百万円）
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複数の市町村をまたぐ広域的な捕獲の強化

〇 シカやイノシシ等は、県や市町村をまたいで移動するため、①別の県や市町村に移動して生じる新たな被害を防ぐ捕獲、
②県や市町村を跨ぐ林の中での繁殖場所での捕獲等、広域的な捕獲が重要。

〇 このため、都道府県が、複数の市町村界をまたぐような被害防止に関する個体数調整のための捕獲を行えるよう、
都道府県が講ずる措置の範囲を拡大(市町村から県へ要請)。

〇 また、この広域的な捕獲について、国は都道府県が行う調査及び鳥獣被害防止に関する措置に要する費用について、
必要な財政上の措置を行う。

指定管理事業（県）

個体数調整（県）

指定管理事業（県）

個体数調整（県）

農地 農地

農地

農地

改正前 改正後

市
境 市

境

A市
C市

B市

A市

都道府県
による捕獲

市町村に
よる

有害捕獲

溢れる水=
個体が農地を
浸した状況 捕獲場所

が農地周
辺に限定

個体が隣
接市町村
に拡大し
被害が拡
大する可
能性

複数市町村域
に跨がる繁殖
場所から個体
が移動

農地

農地

B市

C市

被害拡大

＜農地周辺＞

＜林地奥＞

都道府県によ
る広域捕獲の
ための措置を
行うことで被
害を防ぐ

又は

都道府県が個体の
供給源に対して、

広域捕獲

都道府県が市町村
をコーディネート
して広域捕獲

源泉=
繁殖地

【イメージ図】
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⿃獣対策におけるICTの普及・フル活⽤に向けた取組

ICTの導⼊・フル活⽤による対策の強化・効率化⿃獣被害対策現場の現状
○アナログの場合、被害状況の把握等には⼤きな労⼒が必要

捕獲情報等を集約・捕獲報告

PC上でリアルタイムに捕獲情報等
を確認 → 情報の集積・分析へ

⾃治体職員（＋専⾨家）

今までの捕獲の
やり⽅で⼤丈夫︕

参考様式1号(第13条関係) 

市 町 捕 獲 確 認 

所属・職・氏名 確認印 

さぬき市 建設経済部 

農林水産課 

イ ノ シ シ 等 捕 獲 報 告 書 

さぬき市長 大山 茂樹 殿 

 年  月  日 

  捕獲者 住 所  

 氏 名    印 

 次のとおり イノシシ・ニホンザル・ニホンジカ を捕獲したので、香川県鳥獣捕獲等助成

事業費補助金交付要綱第13条第2項の規定に基づき、位置図、現場写真を添付して報告します。

記 

対象獣 

捕 獲 許 可 捕   獲   概   要 

許可日 
許可 

番号 

個体 

番号 

捕 獲 日 

(年月日) 
性  別 体  重 捕獲方法 

年 月 日

. . 

～ 

. . 

１ オス・メス 約    kg  

２ オス・メス 約   kg  

３ オス・メス 約   kg  

４ オス・メス 約   kg  

５ オス・メス 約   kg  

６ オス・メス 約   kg  

７ オス・メス 約   kg  

８ オス・メス 約   kg  

９ オス・メス 約   kg  

１０ オス・メス 約   kg  

１１ オス・メス 約   kg  

１２ オス・メス 約   kg  

１３ オス・メス 約   kg  

１４ オス・メス 約   kg  

１５ オス・メス 約   kg  

１６ オス・メス 約   kg  

１７ オス・メス 約   kg  

１８ オス・メス 約   kg  

１９ オス・メス 約   kg  

２０ オス・メス 約   kg  

（注）位置図、写真は、捕獲したイノシシ等の個体ごとに添付する。 

捕獲場所の情報
等を記載した書類等

の提出

捕獲 → 報告

詳細な状況の把握

確認に⼿⼀杯で
効果分析まで

⼿が回らない・・・

確認、データ打ち込み、集計・整理

聞き取り

役場
へ連絡

現
地
確
認

⽣息・被害情報の把握（現地確認）

畑の野菜が⾷い
荒らされていた シカの⾜跡

イノシシによる
掘り起こし

イノシシがいたけど役場
へ報告するのは⾯倒…

捕獲
者

農業者・地域住⺠

画像データ、位置情報など必要な情
報を⾃治体等に報告

わな監視システ
ム

捕獲検知センサー

わな監視センサー・検知センサーセンサーカメラ等の設置

⽣息域や獣種等を正確に把握 捕獲者に適時に情報が⼊る

捕獲確認アプリ

効
果
的

罠

設
置

計画に基づく対策の実施

ICTわなとシステムを連携した
捕獲情報の管理

捕獲情報の管理

捕獲⽇時、
捕獲⽅法、
性別等 捕獲ボタン

Do︓実⾏

適
時

情
報
⼊
⼿

点検・分析
を踏まえた

対策の改善GISを活⽤した対策
の効果の可視化

定量的データ
による効果分
析

対策の効果を確認し、
課題を整理

Check︓点検 Action︓改善

⿃獣害対策の知⾒を有する
専⾨家にアドバイスを受けながら

効果的な取組を実施

相談・調整・捕獲依頼

○センサーカメラ等で⽣息域や対象獣種を正確に調査
○捕獲に効果的な場所へのわなの設置 → わなセンサー等で適時の情報⼊⼿
○捕獲確認アプリで必要な情報を⾃治体等に報告

【ICTをフル活⽤した⿃獣対策のイメージ】

I
C
T
を
導
⼊

ICTの導⼊
から

フル活⽤へ︕

⽣息・被害状況等を調査し、
データに基づく被害対策の策定

GISを活⽤した被害
状況・対策の可視化

Plan︓計画

⾃動撮影カメ
ラによる⽣息
状況調査

被害

柵

わな
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マップを活用した鳥獣被害対策の取組について

〇兵庫県相生市では鳥獣被害の状況等をマップ化しながら、地域ぐるみで対策を推進。
〇地域の状況の可視化により問題意識が共有されるとともに、対策が必要な箇所があぶりだされ、
効果的な対策が進み、被害金額の大幅な減少を達成。

ステップ１ 地域の状況の調査

集落住民への聞き取り、アンケート
調査により地域の状況の把握

ステップ２ 被害状況等の可視化

調査結果を元にGIS上に被害状況
等を可視化

ステップ４ 対策の実施 ステップ３ 研修会・座談会

研修会、座談会により、集落の状
況をマップで共有するとともに、
獣害対策の基本を理解。

地図上に可視化された被害状況等
を元に対策の実施

目に見えて被害が減少

被害金額：360万円（H28）
→30万円（H29）
→30万円（H30）
→５万円（R1）

H28年

H30年 R１年

〇マップ情報を踏まえ
・ワナを被害が多い農地周辺に集中的に配置
・動物の侵入経路となっている河川まで侵入防
止柵の設置を延長

することとし、被害低減に効果的な対策を実施
○被害の軽減が可視化され対策意欲も向上

〇マップ化をすることにより、客観的な
現状把握とそれに伴う対策の共有・認
識が可能となり、地域一体となった取
組が推進

1
1
212



捕獲確認アプリによる効果的な捕獲活動及び確認事務の軽減

2

捕獲実績の収集・分析、捕獲確認事務の効率化に資する捕獲確認アプリの導入を支援します。

捕獲現場 自治体等
① 捕獲確認アプリに集約した捕獲情報等から自動で図化・グ
ラフ化し、捕獲適地や効果的な捕獲手法を分析

【従来】

捕獲適地や捕獲適期、効果的な捕獲手法などをフィードバック

【捕獲確認アプリ活用】

① 捕獲現場において、従来から行う書類確認において証拠
写真を義務付けているが、捕獲確認アプリを活用し、証拠
写真登録を行う場合に、捕獲者・捕獲日・個体番号等が自
動で紐づけられることで、捕獲現場での作業が軽減。※捕
獲個体のマーキングは必須。

② 捕獲後における確認者への捕獲個体情報の報告等につ
いて、捕獲アプリを活用し、捕獲現場から直接行い、併せて
位置情報も紐づけられることで、報告の手間が軽減。

※ただし、証拠物の提出は必須。

【情報登録】 【証拠物提出】

【捕獲情報画面】

【捕獲場所（地図）】 【捕獲方法（グラフ化）】

② 捕獲確認アプリで捕獲情報が証拠写真と紐付け及び一覧
化され、このデータから捕獲確認書を作成することで、自治
体等における確認作業が軽減。

交付金の支援内容
・アプリの導入費、通信費を定額で支援
※捕獲活動を効率的・効果的に行うことを目的とし、捕獲アプリのデータ
を各種調査の一環として試行的に活用（分析結果等の捕獲者への周
知）する場合は、支援可能（但し、導入４年目で導入効果等を検証）。
※PC、スマートフォン、タブレット等は、交付対象外
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○捕獲業務における提出書類自動生成機能を搭載したスマートフォンアプリケーションと、データを一元管理す
る専用システム

情報活用『鳥獣捕獲管理支援デジタルシステム ラクログ』 〔株式会社TMTグループ鳥獣対策・システム開発事業部〕

 機器の概要

◇書類提出機能を搭載したスマホアプリと
捕獲データを一元管理する専用システム

 使用目的

・捕獲情報のデータ一元管理
・書類作業時間の短縮
・捕獲従事者による、誤申請や重複個体の
防止、抑制

 対象獣種

・イノシシ、シカ、サル等全ての鳥獣種

 特長

・GPSによる捕獲場所、日時の自動生成
・正確な捕獲地点の情報が入手可能
・捕獲者が捕獲場所で、アプリの指指示通りに入力
することで、書類作成、画像処理、行政への書類
提出を自動で完了

 PHP,MySQL,Linux,GPS等

 会社名
株式会社 TMTグ
ループ
 所在地

（鳥獣対策・システム
開発事業部）

群馬県邑楽郡千代田
町赤岩1178-1
 連絡先
admin@rakulog.site
0276-70-5271
動画（パスワード制限あり）

https://rakulog.site
https://vimeo.com/582838
329

 イニシャルコスト
従事者用スマートフォンアプリ：0円
管理者用Webシステム：200万円程度
 ランニングコスト
従事者用スマートフォンアプリ：550円/月
管理者用Webシステム：30,000円～/月

企業概要 機器情報

イニシャルコスト、ランニングコスト

サービス概要・導入効果

活用技術

 導入効果

 サービス概要
解説：https://rakulog.site

動画（パスワード制限あり）：
https://vimeo.com/582838329
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○クラウドで管理する統合ツール 鳥獣被害対策、ジビエの利活用、自治体でのデータ処理等をクラウドで管理
○簡単3ステップで登録完了！ アプリで写真撮影すれば捕獲個体の体長等を自動推計し、リアルタイムで共有
○事務作業の効率化！ クラウド上のデータから報告書やグラフ、図表を自動作成でき、次の対策に活用可能

『 ICTを活用したジビエツール Smart Gibier（スマートジビエ）』 〔ＲＦＪ株式会社〕

 導入市町村
・長崎県20市町、群馬県川場村など
その他導入準備中の市区町村多数

 導入効果
【自治体】 クラウド上で捕獲個体の情
報を確認でき、書類作成作業も効率
化される

【捕獲者】 電波が入らない場所でも記
録が残せる、捕獲に専念できる

【解体施設】 搬入前に通知があるの
で効率よい作業ができ、精肉情報の
管理やジビエ販売の商品登録も可能

ＲＦＪ株式会社
〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町4-1
ニューオータニガーデンコート19階
TEL:03-3527-2820
FAX:03-3527-2821
https://www.rfjapan.co.jp/
info@rfjapan.co.jp

 情報サービス業

 オープンデータを活用した
GISサービスを中心にお客

様に最適なサービスを提
供しております。

企業概要 機器情報 導入実績

 AR（拡張現実）
 GPS
 GIS
 インターネット
 クラウド
 スマートフォン

 基本料金
市区町村：年間20万円（税別）～

※ 年度単位のご利用となります。
※ システム利用には、別途スマートフォンが必要で
す。

インターネット接続可能なAndroid9.0以降で
ARCore対応機種

詳細につきましては、お気軽にお問い合わせくだ
さい。

イニシャルコスト、ランニングコスト

活用技術

※ スマートジビエは、（国研）農研機構
生研支援センター「生産性革命に向
けた革新的技術開発事業」のうち
「スマート捕獲・スマートジビエ技術
の確立」により「被害対策に資する
捕獲・利活用コンソーシアム」で共
同研究開発されています。

 商品概要

イノシシやシカの「捕獲・解体・利活用」をリアルタイムで
共有して見える化。日時や場所、体長および体重などの
捕獲に関わるデータを自動で収集し、解体処理施設や
飲食店等と共有できる捕獲個体の総合管理システムです。

 使用目的

捕獲情報の蓄積・共有・利活用
・有害鳥獣の捕獲記録
・捕獲個体のジビエ利活用
・捕獲や生息エリアの可視化
・事務作業等の効率化

 対象獣種

イノシシ、シカ

 特徴

・捕獲情報の自動登録

・捕獲状況の図表化

・有害鳥獣捕獲確認書

に準じたデータ収集
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○鳥獣対策の専門家が鳥獣対策業務用に開発したアプリで業務管理の実務を効率化できます
○わなの見回りなど、同じ場所で繰り返し行われる作業を紐づけて管理できます
○非通信環境下でもアプリで「データの入力や保存」、「過去に登録したデータや地図の閲覧」ができます

『鳥獣業務管理システム～ディアナ～』 〔（一社）鳥獣管理技術研究所/（株）野生動物保護管理事務所/（株）野生鳥獣対策連携センター〕

 システムの概要

作業者がモバイルアプリで入力した作業の内容や写真など
を管理者がWEB上でリアルタイムに確認・編集できるシステ
ムです

 使用目的
捕獲（捕獲個体記録、わな管理、日報）、生息調査、

被害調査、センサーカメラ調査、ワクチン散布管理（豚熱対
策）、防護柵の維持管理 等

 徳島県

県の指定管理鳥獣捕獲等事業において捕獲者
である猟友会の作業管理と捕獲報告に利用
→捕獲個体の確認、情報のデータ化と共有、捕
獲の効果検証等の業務が省力化

 岐阜県経口ワクチン対策協議会 等

県のワクチン散布（豚熱対策）事業において散
布場所や散布情報の記録に利用
→作業者の安全管理、散布情報のデータ化と
共有、散布の効果検証等の業務が省力化

 某市

アライグマ対策として市が実施する箱わなの設
置と捕獲の記録に利用
→捕獲効率など分析用のデータ作成が省力化

 兵庫県内森林組合

防護柵と植栽木の見回り点検の記録および労
務管理に利用
→作業のデータ化、労務管理が省力化

 モバイル端末との連携により、位置情報と時刻情報を自
動的にデータに付与できます

 カメラアプリとの連動により、写真に位置情報・時刻情報・
ハッシュ値を付与し、捕獲報告等の改ざんを防止できま
す

 非通信環境下でも地図の閲覧・データの記録ができます

（一社）鳥獣管理技術研究所
東京都中央区日本橋2-1-17
070-2288-4036
https://www.chojyugiken.or.jp

（株）野生動物保護管理事務所
東京都八王子市小宮町922-7
東日本：042-649-3570
西日本：042-649-3965
https://wmo.co.jp

（株）野生鳥獣対策連携センター
兵庫県丹波市青垣町佐治94-2
0795-78-9799
https://www.cho-jyu.jp

 イニシャルコスト
30万円/年（税別）
 ランニングコスト

20万円/年（税別）

企業概要 機器情報

イニシャルコスト、ランニングコスト

導入実績

活用技術

費用には以下が含まれます
・10ﾕｰｻﾞｰまでの利用料金
・サポート窓口の利用料金

ご要望に応じて研修会等も実施しています（費用は別途見積）

<入力画面の一部>

 モバイルアプリの画面

機器の画像

<地図画面>

入力した情報は地図
に反映される

地図上のアイコンをタップ
すると情報を閲覧可能

管理者が設定した項目を端末
に入力するだけで作業が完結

サーバー

(注) 作業者が圏外での入力した場合は
通信環境下に移動後に確認できます

作業者 管理者 ・作業者の位置
・入力された内容
・撮られた写真
をリアルタイムで確認

※現場で必要なデータや地図をモ
バイル端末にダウンロードすること
で誰でも効率的に作業できます
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⃝ 鳥獣被害対策の担い手の減少や高齢化が進展する中、野生鳥獣による農作物への被害を効果的に防止するためには、ドローンやＩＣＴ等
の新技術を活用していくことが重要。

⃝ 一部の地域では、ドローンを用いた空撮により、シカやイノシシ等の有害鳥獣の生息地域や生息数、行動状況の把握を実施。また、ド
ローンを活用した捕獲支援技術について、研究機関や企業等において、研究・実証が進行中。

⃝ ドローンやＩＣＴ等を活用した効率的・効果的な鳥獣被害対策の取組については、「鳥獣被害防止総合対策交付金」により支援。

野生鳥獣の生息域・被害状況等調査への導入事例

⃝ シカやイノシシの活動が活発になる夜間
に赤外線カメラを搭載したドローンを飛
行させ、シカ及びイノシシの生息域、生
息数及び行動状況を把握。

⃝ 人的な作業では困難な危険個所や夜間の
調査が可能。また、撮影したデータは、
ＡＩ画像解析システムを使って、獣種
（シカ・イノシシ）や個体数、位置情報
を自動解析。

ドローンを活用した捕獲支援実証

⃝ 熱赤外線カメラを搭載したドローンを飛行
させ、捕獲現場でのシカの生息確認から捕
獲支援までを実証。現地での追い込み計画
や、安全な捕獲実施計画の策定が容易にな
り、捕獲作業効率が改善。

⃝ さらに、３次元モデルで生息場所の評価
（位置座標抽出、けもの道など移動経路分
析）が可能となり効率的な捕獲が被害抑制
に繋がった。ドローンによる野生鳥獣の生息域等調査

【（(株)スカイシーカー）】

鳥獣被害対策におけるドローンの活用について

ドローンとリアルタイム情報共有システムを活用した
有害鳥獣の生息状況調査

【長野県小谷村、(株)リアルグローブ（Hec-Eye（ヘックアイ））】

⃝ リアルタイムで位置情報と映像が情報共
有できるシステムを活用し、関係機関で
情報共有を図りながらシカ及びイノシシ
等の生息状況を調査。飛行データにより
生息場所を予測・情報共有することで、
地域と連携した捕獲に繋げることが可能。

⃝ システムの地図上に、シカ及びイノシシ
等の発見情報や捕獲位置等を登録するこ
とで、次回の調査や、わなの設置場所の
選定及び捕獲に活かすことが可能。

おたりむら

【提供:合同会社 甲斐けもの社中（山梨県）〔無断転載禁止〕】

農林水産省資料
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＜ 狩猟免許を持っていない方 ＞

← 狩猟免許取得のための研修・講習

捕獲人材育成の充実強化に向けた取組

〇 捕獲の担い手の高齢化が進み、特に銃猟を行え
る者が減少。

〇 広域捕獲等の計画策定を含めた高度な捕獲を行
うことができる人材も不足。

狩猟免許取得者の
減少・高齢化が深刻な状況

60歳以上の割合
9%（S50）→ 62%（H29）

全国における狩猟免許所持者数の推移（年齢別、S50～H29）
【出典】環境省

都道府県・市町村による体系的な研修等の対策捕獲人材の現状

＜ 狩猟免許取得直後の方、経験の浅い方 ＞

← 新規猟銃取得の支援やOJT研修の実施

○ 被害防止計画を策定する市町村、広域捕獲等を行う
都道府県は狩猟者の育成・確保を図るため、受講者の状
況や目的に応じた各種研修等を体系的に実施することが
必要。

少
な
い

多
い

人
数

専
門
的

能
力

一
般
的

【研修体系のイメージ】

＜ スペシャリストの養成 ＞

← 広域捕獲等に必要な高度な捕獲技術者の育成・確保

＜ 捕獲技術の高度化を目指す方 ＞

← 効果的な捕獲技術の習得に向けた研修・講習の実施

［ 都道府県と市町村との連携 ］

［ 主として市町村が実施 ］
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猟銃等の所持者数は
一貫して減少している状況

猟銃等所持者数
56万人（S55）→ 9万人（R2）

全国における猟銃等所持者数の推移（S50～R2）
【出典】大日本猟友会

18



地域の捕獲⼈材の確保・技術向上を進めたい︕

農林⽔産業等に係る被害の原因となっている⿃獣の捕獲等に係る⼈材の確保するため、狩猟免許取得時、
経験の浅い⽅へのOJT研修、効果的な捕獲技術の習得及び⾼度な捕獲技術者の育成などの様々な研修・
講習などの受講費⽤等について⽀援します。

＜狩猟免許の取得を目指す方への支援＞
狩猟免許取得時の研修・講習の受講費用を支援

＜経験の浅い方への支援＞
・OJT研修に係る支援

・新規猟銃取得の支援

＜捕獲技術を磨きたい方への支援＞
効果的な捕獲技術の習得など
研修・講習受講費用の支援

＜スペシャリスト養成への支援＞
高度な捕獲技術者の

育成に係る支援

補助率 １／２以内
【上限単価】
10万円/⼈※１、50万円市町村※２

※１ 49歳以下、※２ 銃猟免許所持の実施隊員が４名以下

補助率 定額
200万円/市町村（20万円/⽉）以内

補助率 定額
【限度額】50〜300万円/市町村※１

※１ ⿃獣被害対策実施隊の狩猟免許保有者数に応じた⽀援

補助率 定額
【限度額】
〇50〜300万円/市町村※１

※１⿃獣被害対策実施隊の狩猟免許保有者数に応じた⽀援
〇2,300万円/都道府県※２

※２ ⿃獣被害防⽌都道府県活動⽀援事業により⽀援

補助率 定額
【限度額】300万円/都道府県※１

※１ 都道府県広域捕獲活動⽀援事業により⽀援
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[お問い合わせ先]
農村振興局 ⿃獣対策・農村環境課 ⿃獣被害対策技術普及班 （03-6744-7642）

＜事業の内容＞

１．事業内容
 ⿃獣被害防⽌対策の強化が必要な地域において、
防護柵の整備や捕獲の指導等ができる指導的⼈材
（⿃獣対策専⾨職員）を育成する⾼等教育機関
の教育活動を⽀援

２．補助率
 定額（2,000万円以内）

３．事業実施主体
 専⾨的な知識経験を有する者を育成するための履修
体制を有する⾼等教育機関等（国⽴⼤学法⼈、私
⽴⼤学法⼈、公⽴⼤学法⼈、学校法⼈等）

４．採択要件
 野⽣動物による農林業被害の軽減や持続的な資源
利⽤など適正な保護管理を推進するため、野⽣動物
管理等の多様な分野に関する専⾨的知⾒を教育す
るための教育プログラムを作成すること。

５．事業の流れ

＜対策の概要＞
○ ⿃獣被害対策の担い⼿の減少・⾼齢化が進展する中、野⽣動物管理や地域社会の諸問題を統合的に捉えた、対策の⽴案や地域

間の調整能⼒を有する専⾨的な⼈材を育成する⾼等教育機関の教育活動を⽀援。
○ ⿃獣被害防⽌に寄与する専⾨⼈材育成の観点から、⿃獣被害防⽌特措法の⼀部改正に伴い、「⼈材育成の充実強化」を図る。

＜事業イメージ＞

⿃獣被害防⽌総合対策交付⾦（R4要求）
⿃獣被害対策基盤⽀援事業のうち⿃獣対策スペシャリスト育成⽀援事業

国 ⾼等教育機関等
定額

緩衝帯の整備・管理

⿃獣被害防⽌対策をコーディネートする
指導的⼈材（⿃獣対策専⾨職員）

＜事業の内容＞

教育プログラム

リカレント⽅式（回帰教育）

１）講義の開催

２）現場実務講習の開催

今、全国各地で、
担い⼿の減少・⾼齢化
被害の広域化・深刻化
⿃獣の⽣息適地の拡⼤ など

“地域ぐるみの取組”
をサポートする⼈材

防護柵の設置・管理

〜即戦⼒となる⼈材を育成するための⾼度専⾨⼈材の育成を図る仕組みを構築〜

檻の設置・管理

追い払い

集落住⺠参加型により被害対策を⽴案する技術や
コミュニケーション能⼒の習得

専⾨的知識・技術の習得
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対象経費 具体的な内容

市町村に対する
特別交付税措置

駆除等経費
（交付率８割）

柵（防護柵、電気柵等）、罠・檻・移動箱等の購⼊・設置費、これらの維持修繕費、
捕獲のための餌、弾薬等の消耗品購⼊費、捕獲した⿃獣の買い上げ費や輸送・処理
経費、猟友会等に駆除を依頼した場合の経費負担分、⿃獣被害対策実施隊の活動
経費等

広報費
（交付率５割）

⼤型獣との出会い頭事故等の防⽌のための広報経費、⿃獣の餌となるものを捨てな
いように啓発するための広報経費等

調査・研究費
（交付率５割）

有害⿃獣を効果的に駆除するための研究、⽣態研究、捕獲等に関する実態調査等
に要する経費

都道府県に対する
特別交付税措置
（令和４年度から）

広域捕獲活動経費
（交付率８割）

罠・檻・移動箱等の購⼊・設置費、捕獲のための餌、弾薬等の消耗品購⼊費、捕獲
した⿃獣の買い上げ費や輸送経費・処分経費（焼却費等）、猟友会等に駆除を委
託した場合の経費等

⼈材育成等経費
（交付率５割）

広域捕獲に資する⼈材育成活動に要する経費、新技術実証、普及活動に要する経
費、⿃獣を効果的に駆除するための研究、⽣態研究、捕獲等に関する実態調査等に
要する経費等

（注１）被害防⽌計画を作成していない場合、「駆除等経費」の交付率は５割
（注２）都道府県に対する特別交付税は、国庫補助額と同額の地⽅負担を上限として措置
（注３）都道府県に対する特別交付税は、普通交付税で措置されている経費（都道府県から市町村への補助⾦等）は対象外

【参考】⿃獣被害防⽌対策に係る特別交付税の対象経費
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○ 農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー ○ 野生鳥獣被害防止マニュアル

○ 農林水産省が実施する研修等（令和３年度の実績）

■ 農林水産省ホームページ「鳥獣被害対策コーナー」

（http://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/index.html）

鳥獣被害対策の技術的支援

登録者数：２２６名（令和４年５月現在）

○ 農林水産省では、鳥獣被害に関する専門的知識及び経験を有し、地域における被害防止計画の作成及びその実施に際し
て助言等を行う「農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー」を紹介。（地方公共団体、国立研究開発法人、大学、民間団体等）

○ また、被害防止対策を効果的に進めるためのマニュアルの作成、技術指導者等を育成する研修等を開催するほか、農林
水産省ホームページでも、優良活動事例などの各種情報を紹介。

名 称 作成年月

イノシシ、シカ、サル、カラス－捕獲編－ 平成21年3月
特定外来生物編 平成22年3月
ニホンザル・ニホンジカの総合的な被害対策のすすめ方 平成24年3月
イノシシ被害対策の進め方 平成25年3月
イノシシ、シカ、サル－実践編－（改訂版） 平成26年3月
捕獲鳥獣の食肉等利活用（処理）の手法 平成28年3月
鳥獣被害対策関連制度早わかりマニュアル 平成28年3月
野生鳥獣被害防止マニュアル改訂版 鳥類編 平成29年3月
野生鳥獣被害防止マニュアル 中型獣類編 平成30年3月
野生鳥獣被害防止マニュアル 総合対策編 平成30年12月

研修名 時期 研修の趣旨・目的

農作物鳥獣被害防止対策研修
（新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、オンライン方式によ
り開催）

５月 鳥獣被害対策に関する知識や技術の修得

鳥獣被害防止対策支援研修
（新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、オンライン方式によ
り開催）

10月
鳥獣被害防止技術と地域における体制
整備手法の習得（普及指導員が対象）

鳥獣対策まるわかり体験会
（新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、一部、中止又は延
期）

10月～３月
鳥獣被害の防止対策を担う人材の育成
（全国８カ所）

利活用技術者育成研修
（新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、一部、オンライン方
式により開催）

10月～１月
捕獲鳥獣の利活用を推進する人材の育成
（年５回）

鳥獣対策優良活動表彰式
及び全国鳥獣被害対策サミット
（新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、オンライン方式によ
り開催）

２月
鳥獣対策の事例発表、基調講演、パネル
ディスカッション及び資機材・研究の紹介等
「イノベーション成果発表会」との連携開催

鳥獣対策・農村環境課
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Ⅱ 鳥獣被害対策実施隊の設置等について

23



⿃獣被害防⽌特措法に基づく⿃獣被害対策実施隊の概要

【⿃獣被害対策実施隊の活動内容等】
〇 活動内容︓捕獲活動、防護柵の設置、その他の被害防⽌計画に基づく被害防⽌施策の実施

捕獲活動 追い払い緩衝帯の設置柵の設置

〇 隊員構成︓
市町村⻑が ① 市町村職員から指名する者、 ② 対策に積極的に取り組むと⾒込まれる者から任命する者

から構成され、隊員は公務として被害対策に従事。

＜活動例＞

（その他、農業者への指導・助⾔や⽣息状況調査など）

〇 実施隊設置の必要な市町村の⼿続き︓
① 市町村⻑が隊員を任命⼜は指名する ② 隊員の報酬や補償措置を条例で定める

⺠間の隊員
(⾮常勤の公務員）

公務災害の適⽤

ライフル銃の所持許可 継続10年以上猟銃の所持がなくても、
ライフル銃の所持許可の対象になり得る

主として捕獲に
従事する隊員

狩猟税は⾮課税 〈狩猟者(散弾銃等)16,500円→0円〉

銃⼑法の技能講習 ⼀定の要件を満たす隊員は、猟銃所持許
可の更新等における技能講習が免除

〇 実施隊員へのメリット措置︓

※実施隊員以外で捕獲に従事する者については、
○ 狩猟税は半額に減免
○ 技能講習については令和9年4⽉15⽇まで免除
○ ライフル銃の所持許可に係る特例措置は、実施

隊員と同じく対象になり得る。
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被害防⽌計画作成市町村数及び実施隊設置市町村数の推移
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※ 全国の市町村数は1741 うち⿃獣による農作物被害が認められる市町村数は約1500
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優

遇

措

置

〈狩猟者16,500(散弾銃等)円→0円〉

２ 鳥獣被害対策実施隊への優遇措置

○ 鳥獣被害対策実施隊を設置した場合は、銃刀法の技能講習の免除、狩猟税の軽減措置、市町村が負担する活動経費に
対する特別交付税措置などの優遇措置を受けることができる。

実施隊員のうち、主として捕獲に従事することが見込まれる者（対象鳥獣捕獲員）は、狩猟税が非課税。

② 狩猟税の軽減

実施隊員のうち、民間の隊員については非常勤の公務員となり、被害対策上の災害に対する補償を受ける
ことができる。

③ 公務災害の適用

市町村が負担する実施隊の活動に係る経費については、その８割が特別交付税措置される。

④ 活動経費に対する特別交付税措置

実施隊員及び実施隊員以外で捕獲に従事している者については、継続して10年以上猟銃の所持許可がなく
ても、銃刀法に規定する「事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者」
として、ライフル銃の所持許可の対象になり得ます。

⑤ ライフル銃の所持許可の特例

一定の要件を満たす実施隊員については、銃刀法に基づく猟銃所持許可の更新等の申請に際して、技能講習
が免除される。

① 技能講習の免除
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Ⅲ 捕獲した鳥獣の食肉利活用について
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○ ジビエへの利活用推進にあたっては、捕獲・処理加工・供給・消費の各段階において、利活用推進に必要な取組や課
題を共有し、関係者が一体となって取り組むことが必要。

ジビエの利用拡大に向けた各段階の取組ポイント

情報表示
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野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイドライン）の項目

○食用とすることが可能な狩猟
方法

○狩猟しようとする野生鳥獣に
関する異常の確認
（家畜の生体検査に相当）

○屋外で放血する場合の衛生管
理

○屋外で内臓摘出する場合の衛

生管理、内臓の異常の有無の
確認

○狩猟者自身の体調管理及び
野生鳥獣由来の感染症対策

狩猟 運搬

○具体的な運搬方
法

○狩猟者と食肉処

理業者の連絡体
制

○狩猟個体の相
互汚染防止

○食肉処理業者に

伝達すべき記録
の内容

○狩猟者における衛生管理に
ついての確認

○食肉処理場の施設設備等
○食肉処理業者が、解体前に

当該野生鳥獣の異常の有無
を確認する方法
（家畜の解体前検査に相当）

○食肉処理業者が解体後に野

生鳥獣の異常の有無を確認
する方法
（家畜の解体後検査に相当）

○工程毎の衛生管理

処理 加工、調理、販売

○仕入れ先
○記録の保存
○十分な加熱調理
○使用器具の殺菌
○野生鳥獣である
旨の情報提供

消費

○十分な加熱
調理

○使用器具の
殺菌

衛生管理の技術を有する狩猟者と野生鳥獣肉を取扱う事業者による適切な衛生管理

食品衛生法に基づく一般衛生管理及びHACCPに沿った衛生管理の基準（ソフト）
食品衛生法に基づく食肉処理業、飲食店営業、食肉販売業等の許可と施設基準（ハード）

＜安全・安心なジビエの提供に向けて＞ 野生鳥獣肉の衛生管理
○ 平成26年５月、鳥獣保護法の改正に伴い、今後、野生鳥獣の捕獲数が増加し、食用としての利活用が増加する見込
みであり、食用に供される野生鳥獣肉の安全性の確保を推進。（平成26年5月22日参議院環境委員会附帯決議）

○ 野生鳥獣肉の衛生管理について「野生鳥獣肉の衛生管理に関する検討会」において検討し、厚生労働省では、「野生
鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイドライン）」を策定（平成26年11月）。

〇 食品衛生法の改正（令和２年６月１日施行）により、野生鳥獣肉を処理する施設においてもHACCPによる衛生管理が
義務付けられたため、ガイドラインを一部改正（令和２年５月28日）。

○ 豚熱感染確認地域で捕獲された野生イノシシを食用として利用できる条件を追加したことから、ガイドラインを一部改
正（令和３年４月１日）。
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国産ジビエ認証制度

【認証基準の主な項目】

１．厚労省ガイドラインに基づく衛生管理の遵守

２．規定されたカットチャートの遵守

３．規定された表示ラベル記載事項の遵守

４．出荷する製品のトレーサビリティの確保

＜チェックシートの項目＞
（厚労省ガイドラインを基に各県の認証を鑑み作成）

捕獲時の状況確認

搬入時のチェック項目

放血状況の確認

内臓摘出（屋内で行う場合・屋外で行う場合（※））

内臓及び枝肉の異常の有無確認

枝肉の洗浄、冷蔵

細菌検査（自主検査）、金属探知機 等

（※）一定の技術を有する捕獲者に限る。これに
係る研修制度は、今後新たに設ける予定。

○ ジビエの処理加工施設の自主的な衛生管理等を推進するとともに、より安全なジビエの提供と消費者のジビエに対する安心の確
保を図るため、平成30年５月に「国産ジビエ認証制度」を制定。

○ 本制度は、厚労省ガイドライン及びカットチャートによる流通規格の遵守、適切なラベル表示によるトレーサビリティの確保等に適
切に取り組む処理加工施設を認証。

○ また、認証を受けた処理加工施設で生産されたジビエ製品等に認証マークを表示するルールを規定。

○ なお、エゾシカ肉処理施設認証制度と本制度の審査の同等性が認められたことから、令和２年４月に制度の一部を改正。

【認証マークの使用】

〇 認証を取得した事業者は、認証機関に
認証マークの使用許諾申請を行うことで、
認証マークを使用することが可能。

ジビエ製品、ジビエ加工品、
販売促進資材に使用可能
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【シカのカットチャート】 【イノシシのカットチャート】

国産ジビエ認証制度 【カットチャート】
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二次元コードなどで示す情報

①捕獲年月日
②捕獲地域

例）○○県××町
③捕獲方法

例）銃/くくり罠/箱罠など
④性別等

例）♂/♀、幼獣/成獣
⑤体重（内臓摘出後）
⑥解体年月日
⑦加工年月日
⑧捕獲者
⑨個体識別番号
⑩認証施設・責任者
⑪電話番号

商品名：鹿肉ロース（スライス）

捕獲地：○○県

内容量：500g

賞味期限（※）：○○○○.○○.○○

保存方法：-18℃以下で保存

加工者：

（名称）○○○○○○

（住所）○○県○○郡○○町○○○

金属探知機：検査済み

二次元コード

加熱用

※賞味期限又は消費期限を表示

国産ジビエ認証制度 【包装されたジビエに表示するラベルの記載事項】
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【制度のスキーム】

【事業者】（処理加工施設）

国産ジビエ認証委員会

目 的：認証機関の審査・登録、制度の普及

委員構成：捕獲から処理加工、流通販売までの
事業者・有識者等
（オブザーバー：厚生労働省、農林水産省）

認証部会：認証申請機関の事前審査を実施

国産ジビエ認証制度 【制度のスキーム】
○ 農林水産省が指定する国産ジビエ認証委員会が認証機関を審査・登録し、認証機関が処理加工施設を審査・認証。

○ これまでに認証を取得した事業者は、令和４年３月末現在、29施設。

審査
登録

申請 監査、指導

書類審査
現地審査
認証

申請

【認証機関】民間団体等

（一社）日本ジビエ振興協会 （平成30年７月17日登録）
ジビエラボラトリー（株）（平成31年３月25日登録）

監査、指導

【認証された事業者】 ※日付は認証日

① 京丹波自然工房（H30年9月7日）（京都府京丹波町）
② 祖谷の地美栄（いやのじびえ）（H31年1月9日）（徳島県三好町）
③ 信州富士見高原ファーム（H31年3月29日）（長野県富士見町）
④ 西米良村ジビエ処理加工施設（R元年5月30日）（宮崎県西米良村）
⑤ TAG-KNIGHT（タグナイト）（R元年5月30日）（大分県国東市）
⑥ 宇佐ジビエファクトリー（R元年7月3日）（大分県宇佐市）
⑦ わかさ29工房（にくこうぼう）（R元年7月3日）（鳥取県若桜町）
⑧ 長野市ジビエ加工センター（R元年8月22日）（長野県長野市）
⑨ ゆすはらジビエの里（R元年12月19日）（高知県梼原町）
⑩ 早川町ジビエ処理加工施設（R2年1月10日）（山梨県早川町）
⑫ 東広島市有害獣処理加工施設（R2年2月14日）（広島県東広島市）
⑬ 清流ジビエフードサービス（R2年3月30日）（岐阜県大野町）
⑭ イズシカ問屋（R2年3月30日）（静岡県伊豆市）
⑯ 株式会社サロベツベニソン（R2年10月9日）（北海道豊富町）
⑰ 北海道シュヴルイユ浦臼工場（浦臼ジビエ加工センター）（R2年10月23日）（北海道浦臼町）

⑱ 屋久島ジビエ加工センター（R3年2月4日）（鹿児島県屋久島町）
⑲ 丹波山村ジビエ肉処理加工施設（R3年2月4日）（山梨県丹波山村）
⑳ 安芸高田市野生鳥獣食肉処理加工施設（R3年3月31日）（広島県安芸高田市）

㉑ 庄原市有害鳥獣処理施設（R3年3月31日）（広島県庄原市）
㉒ 朝霧高原ジビエ（R3年3月31日）（静岡県富士宮市）
㉓ ジビエファーム（R3年3月31日）（熊本県宇城市）
㉔ オーガニックブリッジ（R3年5月27日）（千葉県木更津市）
㉕ 美作市獣肉処理施設（地美恵の郷みまさか）（R3年7月8日） （岡山県美作市）
㉖ ジビエ食肉処理施設大幸（R3年8月5日） （鹿児島県出水市）
㉗南加賀獣肉処理加工施設（ジビエアトリエ加賀の國）（R4年１月20日）（石川県小松市）

㉘ ジビエ工房やまと（R４年３月２５日）（熊本県山都町）
㉙上世屋獣肉店（R４年３月２５日）（京都府宮津市）
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＜安定供給に向けて＞ 移動式解体処理車等の活用

○ 移動式解体処理車（通称：ジビエカー）は、遠方から処理加工施設に搬入する場合でも肉質を劣化させないようにする
ため、捕獲現場近くまで移動し、車内にて解体･内臓摘出･はく皮までを行うことができる特殊車両。

○ ジビエ専用の小型保冷車（通称：ジビエジュニア）は、捕獲個体を冷却しながら運搬できる回収専用車。

○ 道路が狭小な山中の捕獲現場では、ジビエジュニアとジビエカーのリレー方式により、捕獲～搬送～一次処理を迅速
かつ衛生的に行うことが可能となり、安全で良質なジビエの安定供給に資することが期待。

ジビエジュニア

ジビエカー

処理加工施設

山中の捕獲現場へジビエジュニアが直行。
シカ等を冷やしながらジビエカーへ搬送。

（ジビエカーとジビエジュニアの連携イメージ）

ジビエジュニア

搬送されたシカ等を速やかに解体。
枝肉にして処理加工施設へ搬入。

二次処理、商品化。

①
②

③ 34



○ 鳥獣保護法の改正を受け、今後、野生鳥獣の捕獲数が増加するとともに、捕獲した野生鳥獣の食用としての利活用が増加すること
が見込まれることから、厚生労働省において、「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイドライン）」が作成された（平成26年11月）。

○ 本指針においては、野生鳥獣肉の利活用に当たっての、①捕獲、②運搬、③食肉処理、④加工、調理及び販売、⑤消費の各段階
における適切な衛生管理の考え方等が示されている。

【狩猟時】における取扱
・銃による狩猟の際は、ライフル弾又はスラッグ弾を使用し、腹部に着弾しないよう、狙撃。
・わなによる狩猟の際は、捕獲個体を可能な限り生体で食肉処理施設へ運搬。
・野生鳥獣の外見、挙動から異常の有無を確認。
・屋外での内臓摘出は、迅速適正な衛生管理上止むを得ない場合に限る。

【運搬時】における取扱
・必要に応じて冷却するなどしながら、速やかに運搬。
・１頭ずつシートで覆う等し、運搬時に個体が相互に接触しないよう配慮。
・運搬に使用する車両などの荷台は、使用の前後に洗浄。

【食肉処理】における取扱
・都道府県等が条例で定める食肉処理業の施設基準を遵守すること。
・HACCPに沿った衛生管理を実施すること。
(「小規模ジビエ処理施設向け HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」参照)
・解体前後に異常の有無を確認し、異常が認められた場合は廃棄。内臓については、異常が認められない場合も廃棄することが望ましい。

【加工、調理及び販売】における取扱
・仕入れた枝肉等について、異常の有無を確認の上、異常が見られた場合は廃棄し、食肉処理業者に連絡。
・食肉処理業の許可施設で解体されたものを仕入れ、提供に際しては十分な加熱調理を行い、生食用としては提供しない。
・処理に使用する器具等は処理終了毎に摂氏83度以上等の消毒を行う。食肉は摂氏10度（凍結容器包装のものは－摂氏15度）以下で保存。
（注：食肉の加工、調理及び販売を行う場合は、食肉販売業等の施設基準を遵守する必要があり、HACCPに沿った衛生管理の実施も求められる。）

【消費時】における取扱
・中心部の温度が摂氏75度で１分間以上又はこれと同等以上の効力を有する方法により十分加熱して喫食。
・まな板、包丁等使用する器具については処理終了毎に洗浄、消毒し、衛生的に保管。

野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイドライン）概要 参考
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Ⅳ 鳥獣被害防止に向けた取組事例
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耕作者と普及指導員による集落ぐるみの鳥獣害対策（奈良県五條市）

成果

○ 普及指導員が農業者に対して、学習会や現地指導を行い、集落ぐるみの鳥獣被
害対策を実施。

取組内容

○ 侵入防止柵の集落一斉点検や被害状況マップの作成等、農業者と普及指導員が協力した集落ぐるみの対策を実施。

○ 取組の結果、農作物の被害金額が２年間で約２割減少。

○ 今後も被害状況を継続的に確認し、対策に活かすとともに、継続的な活動のために人材育成を図る。

○ 侵入防止柵の維持管理のため、集落一斉点検を行い、柵の状況を把握。

○ 作成したマップを基に集落内で情報を共有し、柵の補修や柵周辺の除草を実施。

○ 集落ぐるみの取組により、地域全体の
鳥獣被害防止への意識が向上。

○ 継続的な活動のために、集落内の人材
育成を図る。

○ 農作物被害金額が２年間で約２割減少。

0
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H30 R1 R2

農作物被害金額の推移（万円）

約２割減少!!

耕作者と普及指導員
の鳥獣被害対策

現地確認
（集落点検・改善）

被害の原因・課題の整理
（被害マップ作成・学習会）

被害対策の実施
（生息環境管理、

柵設置・補修、捕獲）

改善状況の確認・話し合い
（被害状況確認）

（左）集落ぐるみで柵
の補修を行う様子

○ 被害箇所へのセンサーカメラの設置により、侵入経路を特定し、被害状況マップ
を作成。
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○ 活動の定着化

柵の管理は自分たちで行うという意識

が継続。

あさぎり町は、熊本県の南部、球磨盆地の

中央に位置。松尾集落は標高350ｍ、集落

の四方を山林で囲まれ、最大傾斜度18.4°

という厳しい条件にある中、20年前頃から

シカ、サルによる農作物の被害が顕著にな

り、収穫量が減少するなど、営農に大きな

影響。

集落の地理的環境に適応し確実な開閉が可能

な効果の高い侵入防止柵の設置方法を検討・

実践。

放任果樹の除去、藪・雑木林の刈払いなど、

野生鳥獣を寄せ付けない集落づくりの取組を、

全住民が自らの農地において実践。

○ 集落住民数の激減

入植当時８戸だったが、半数以下に減少。

鳥獣被害対策だけでなく、集落の機能維持

も課題。【高齢化率50％】

○ 電気柵を設置したが・・・

数年前に集落全体を囲うように電気柵を

設置したが、管理が行き届かず、集落内に

獣類が侵入。

○ 侵入防止柵の設置・管理

①柵を設置する前に管理の方法について検討。

②集落全体を囲うのではなく、小規模でも確

実に閉鎖できるブロック分けを行い、守る

べき農地のみ設置。

③各ブロックに管理者を決め、顔写真付きで

掲示して柵の定期点検を実施。

せっかく電気柵
で囲ったの

に！！

あさぎり町（松尾集落）の課題 取組活動 取組の効果

被害額（あさぎり町）

4,572千円（H24）→ 1,846千円（H29） ※松尾集落の被害額は、ほぼ０（H29）。

顔写真付きの管理者票

かつて民家から離れた山林付近ではクリの

収穫が皆無となるなど深刻であった鳥獣被

害の撲滅を実現。

○ 生産活動の活性化

鳥獣被害により荒れ果てていたクリ園

をもう一度やり直そうという住民の営農

意欲が高まり、改植総面積は５haに拡大。

○ 人材育成

被害対策の積極的な視察の受入や事例
発表を行い、近隣や県内のリーダー育
成に貢献。

視察受入の様子

〇 集落住⺠数の激減により、集落の機能維持が困難な状況にある中、もう⼀度⾃分たちにできることを⾒直そうという信念の下、平成
24年度より⿃獣被害対策を軸とした集落ぐるみの取組を開始。

〇 専⾨家による指導の下、集落⼀丸となり、緩衝帯の整備や放任果樹の除去、侵⼊防⽌柵をブロックに分けて設置し、⿃獣被害の
撲滅を実現。結果、中⼭間地域集落のモデルとして、平成27年度⿃獣被害対策優良活動表彰を受賞（農林⽔産⼤⾂賞）。
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○特産物を活かした６次産業化や農泊を視野に。

○目標は「有害鳥獣対策日本一」。実績を積み重ね、全国各地の自治体か
ら研修等の受け入れを目指す。

将来に向けて

取
組
を
経
て…

県単独事業を活用し、専門家による講演
や集落点検を行った。放任果樹の伐採など、
集落環境改善の重要性を学ぶ。

○集落全体を囲うように電気

柵を設置

○しかし、管理がうまくできず、

効果も薄れてしまった（集

落人口に対して管理する延

長が長すぎた）。

Step１（～H23）

電気柵の設置

○専門家による鳥獣被害軽
減対策に関する検討会を
重ねて開催。

→ 集落住民の意識の高まり

○柵は確実に閉鎖できるよ
うブロック分け。

Step３（H24）

計画の策定
○電気柵の失敗から、管理の大変

さを学ぶ（柵を設置して初めて、管
理の大変さに気づく）。柵は設置し
てからが本番。

○集落全員で、限られた人でできる
ことはないか考える。

Step２（H24）

限られた人でできることを検討

○資材の購入は補助を受け、設
置は集落の全員で実施。

○柵の管理者を明確に定め、柵に
顔写真入りの管理者票を掲示

→ 管理者であるという責任感

Step４（H24～H27）

集落全員で柵を設置

○柵設置時に設定した管理者
により、管理は自発的・継続
して行われている。

○柵周辺の刈り払いもしっかり
行われており、非常に効果の
高い状態で維持されている。

→ 高い効果の発揮

Step５（H27～）

管理の継続○柵の管理者を明確に定め、柵に顔写真入りの管理者票を掲示。

○集落全てを囲うのではなく、管理できる規模感を見極めることが大切。

あまり広範囲に柵を張り巡らすと、管理が行き届かず、弱点ができてしまう。

取組に当たっての秘訣

急斜面も柵周辺の
刈払いを実施

鳥獣被害対策実践のリーダー

遠山好勝氏

鳥獣被害に対する危機感をいち

早く感じとり、集落をまとめ、

対策をすることに成功。

成功事例を基に、近隣集落や県内

のリーダーの育成活動にも貢献。

きっかけ

集落の人口が激減
し、鳥獣被害も相
まって集落の元気
がない。
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○南北に長い地形で、

各地の被害実態や対策

の取組が異なるため、

市内一律の被害対策計

画を策定してもなじま

ない。

市原市の課題

○しかし、一部の地域では対策意識

が希薄で、対策に従事する人手も少

なく、また鳥獣対策のノウハウがな

いなどの課題が顕在化。

○アドバイザー契約（H27）

市と契約したアドバイザーによる指導の下、

被害実態や対策の取組状況（捕獲頭数、罠の設

置数等）の情報を元に市内を８つのユニットに

分け、それぞれ最も効果的な対策手法を提示。
○農作物被害の他に、住宅地への出

没等も問題となってきており、町会

単位での対策が必要。

鳥獣対策のイロハ！
参考にみんなで取り

組もう！！

市原市では、鳥獣被害対策へ参画しやすいよう、

捕獲を実施する従事者と誤解されないよう、サポー

ター（＝実施隊員）と呼んで活動している。

〇 市原市は南北に⻑い地形で、有害獣の出没や被害状況が市街地や農村部で異なっており、市内⼀律の被害対策では対応が
難しいことから、効果的な被害対策を講じるために市内を８つのユニットに分けて対応。

〇 ⾏政主導の対策ではなく、市と契約したアドバイザーの指導の下、⿃獣被害対策サポーターが地域を⽀援している。

○鳥獣被害対策サポーターの設置（H28）
わなの設置方法から町会の組織づくりまで、

町会ぐるみの対策を支援し普及活動を行う。

導入の効果

○各町会単位でそれぞれに合った対策を講

じることで、効果的な捕獲に繋げることが

可能。

○理想的な町会体制の構築

罠に使う誘導餌の調達や設置した罠の見

回りなど､狩猟免許を持たない人でもでき

ることを町会内で作業分担し、免許所持者

の負担を軽減。

○対処療法から総合的な対策へ

町会全体での被害防止対策の流れができ

てきており、各地域が対策を継続し、自ら

の力だけで進めていく体制が維持できつつ

ある。

対策

担い手不足を解決するため、町会・市猟友会

と連携し、町会を中心とした地域ぐるみの捕獲

体制を構築（H21）。以下の取組により被害対

策を強化。

○ サポーター数 ４人（H28)→ 10人（H29）→ 16人（目標）

１ユニットあたり２人のサポーター設置を目標

○ 町会組織数・捕獲従事者数 32町会・62人（H24）→100町会・249人（H29）

○ イノシシ捕獲頭数 473頭（H24）→2,519頭（H29）
○ 被害額 4,500万円（H24）→2,600万円（H29） ※ピーク時 4,600万円(H27)

こりゃあいいや！！

（H30発行・市原市）

約
36Km

地域に合った対策を地域の⼒で ー 千葉県市原市 ー
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取
組
を
経
て…

◆最近被害が出始めた地域では、
捕獲体制を構築するのに時間がか
かるため、応急処置として行政主
導の対処療法もしていく。

◆どの程度の被害があるのか？罠はどのくらいある
のか？地理的条件は？

などの情報を元に分析を行い、対策を策定。

◆町会単位のノウハウのみではなく、アドバイザーの助
言を取り入れた計画を策定し、効果の高い対策を講じて
いくことが重要。

Step１（H21～）

鳥獣対策に温度差
○以前から被害が大き

い地域では、積極的に
鳥獣被害対策に取り
組む町会が多い。

○一方で、最近被害が
出始めた地域とは取
組意識に差があった。

○南北に長い地形等により、市
内一律の被害対策がなじまな
い地域がある、そのため、地
域の現状を把握・分析を行い、
適当な対策を講じる。

Step３（H27）

地域の現況にあった

対策の策定

○イノシシ等の生
態・被害防止対
策に詳しい専門
家との契約。

Step２（H27）

アドバイザー
との契約

○わなの設置方法から町会の組織
づくり等、町会ぐるみの対策を支援。
捕獲対策の普及活動を行う。

○サポーター同士で担当地域の捕
獲情報を共有。

Step４（H28）

鳥獣被害対策

サポーターの設置

○どのような対策をしていくべきか？が
明確に。

○町会内で対策作業の分担を行い、一
人あたりの負担を軽減。

○必要に応じて、猟友会の支援、サ
ポーター、アドバイザーへの相談。

Step５（H28～）

町会ぐるみの対策を展開

○地域によって取組に対する意識の差があること、求められている対策が
違うことをまずは理解。

○鳥獣被害サポーターと猟友会、市、アドバイザーが連携して一丸となって
取り組むことにより、市の担当者のみが対処療法的に対策を行って忙殺さ
れるという悪循環から脱却。

取組に当たっての秘訣

専門家の意見は必須。

アドバイザーの参画が転機
に。

誘導餌の確保や罠の
見回りなど、狩猟免許
を持たない人でもでき

ることは作業分担

市内全域、スキ
がない…

集落環境診断会

罠の移動設置

○これまで市原市では、農村部を中心に被害対策に関するノウハウの蓄積
等が進んでいる。これを住宅地周辺へ展開し、近隣の町会が互いに支えて
いく形で、より広い地域ぐるみの被害対策の体制構築を目指す。

将来に向けて

地域に合った対策を地域の⼒で ー 千葉県市原市 ー

きっかけ

市域が広く、被害が広範
になったことから、猟友会
だけでなく、地域全体の
問題として町会で対策に
当たる必要があっ た。
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専⾨家と地域住⺠によるICTを活⽤した⿃獣被害対策の実施 ー ⻑崎県対⾺市 ー

背 景 対 策 成 果

○対馬市では、イノシシによる被害は、 ①有害鳥獣専門職員を配置
○地域おこし協力隊制度を活用し有害鳥獣
ビジネスコーディネーター(獣医師)を配置

②現状把握とデータ分析
○防護柵の設置位置や種類、管理状況等の
調査による実態把握
○捕獲従事者全員にGPS機能付きカメラ
を貸与し捕獲位置情報を調査
○捕獲現場の状況確認による効率的な捕獲
方法を調査

③地域一体の捕獲対策

①効率的な防護と捕獲対策
○防護柵と捕獲の状況をGISで可視化し、
被害相談会や捕獲従事者の研修会で説明
、検討することで地域住民との情報共有や
捕獲従事者との連携が強化され、地域に適
した被害対策を実施することができた。
○また、地区捕獲隊を設置し自分の地域
は自分で守るという意識を持ち、地域ぐ
るみで被害対策に取組むことができた。

②捕獲頭数の増加
【農産物被害額等の推移【対馬市】

（単位：千円、頭）

かんしょの被食や水稲の倒伏等により、

農作物被害金額はピーク時の平成24年度

で約3,400万円となった。

○シカによる被害は水稲や果樹の新芽の

被食、広葉樹の萌芽阻害、スギ、ヒノキの

樹皮剥等と多岐にわたり、農作物被害金額

はピーク時の平成26年で約1,100万円と

なった。

○平成27年の県調査では 39,200頭の

シカが生息していると推定されている。

○被害に悩む地域住民を対象に被害相談会
を開催。防護、捕獲対策を指導 年 度 H24 H26 H28 H30

○捕獲隊を対象に罠の設置、見回り、餌や

り、止め刺し、埋設など一連の作業を指導 被害額 34,194 9,266 7,130 1,545

対策前は・・・

捕獲や防護策の詳細な情報は

なく実態把握が不十分であった

○捕獲従事者を対象に、被害状況の現状や
効率的な捕獲対策の最新情報を紹介
○島内の小中学校で鳥獣害対策授業を実施

イノシシ
捕獲頭数 6,485 3,784 5,984 2,725

④「獣害から獣財」の取組（有効活用）
○地域住民の協力体制を構築するため
「獣害から獣財へ」をキーワードに、捕
獲したイノシシやシカをジビエやレザー

シカ
被害額 2,180 11,203 1,322 2,809

捕獲頭数 3,749 5,200 4,903 6,338

等の資源として活用（ソーセージ作り体
験会やレザークラフト講座の開催）

※②～④の取組を専門職員が中心となり
活動を展開

③ジビエ利活用の促進
○HACCPの取組により、ジビエが島内の
給食や島内外の飲食店、ふるさと納税の
返礼品などで活用されるようになった。

○ 地域おこし協⼒隊制度を活⽤し⿃獣被害対策について、専⾨的観点から指導助⾔できる体制を整備。
○ GIS等を活⽤した防護柵の管理、捕獲状況の可視化等による現状把握とデータ分析に基づいた対策。
○ 被害相談会の実施や市内の⼩中学校で⿃獣被害対策による授業を⾏うなど、地域⼀体の取組み。

42



平成26年～

平成24年～ イノシシとシカによる被害が深刻化 平成27年～ 捕獲従事者向け研修会の開始

平成28年～ 被害相談会の開始と担い手育成活動

防護柵設置状況をGISで可視化

捕獲従事者全員にＧＰＳ機能付きカメラを配布
捕獲の正確な位置を調査

毎年数カ所において、GISを活用し、
詳細なデータを元にした集落被害
相談会を実施

捕獲従事者研修会を実施し、
被害状況の現状や
効率的な捕獲対策等最新情報を紹介

捕獲隊講習を実施し、
罠の設置、見回り、
止め刺し等を指導

島内の小中学校における捕
獲対策に関する授業を実施

被害対策の現状把握や被害相談会の開催、捕獲従事者や小中
学生への研修会など様々な事業を実施してきた。これにより地
域住民が主体となった被害対策が促進され、捕獲従事者との連
携強化や子供たちの鳥獣対策に対する関心の高まり等、被害を
取り巻く環境が変化つつある。しかし、未だ鳥獣被害は報告さ
れており、対馬の豊かな自然と生活を守るために、今後もこれ
らの取組の継続と拡大を図っていく必要がある。

防護柵の設置促進、猟友会協力のもと捕獲を強化

平成25年～ 地域おこし協力隊制度を活用し、
「有害鳥獣ビジネスコーディネーター」
（獣医師）を配置し、被害対策を強化

・徹底した被害対策の現状把握と
分析

・「獣害から獣財へ」をキーワードに
資源活用の取組（食肉、レザー）や
市民への鳥獣対策への理解醸成に
取り組む

専⾨家と地域住⺠によるICTを活⽤した⿃獣被害対策の実施 ー ⻑崎県対⾺市 ー
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⽯川県における狩猟者の確保・育成等の取組

○ ⽯川県では、狩猟者の育成・確保を図るため、受講者の状況や⽬的に応じた各種研修等を体系的に実施

＜研修の様子＞

初心者育成研修（わな設置）

初心者育成研修（座学）

スペシャリスト養成（射撃実習）
対象者：有害捕獲隊員（R2：7名参加）
内容：高度な捕獲技術を有する大型長獣対策者の育成（銃・わな）

○スペシャリスト養成講座（H28～）

対象者：経験の浅い有害鳥獣捕獲隊員（R2：8名参加）
内容：効果的な捕獲技術の習得（銃・わな）

○フォローアップ研修（H28～）

○認定鳥獣等事業者研修（H30～）
対象者：認定事業者の捕獲従業者（R2：73名参加）
内容：安全かつ効率的な捕獲に必要な知識、技術の習得

対象者：新規狩猟免許取得者（R2：130名参加）
内容：安全な捕獲に必要な知識や技術、ジビエ利用の知識等の習得

○初心者育成研修（H28～）

対象者：狩猟免許を持っていない者（R2：21名参加）
内容：現役ハンターとの座談会、模擬狩猟体験、猟具展示 等

○猟銃の魅力発見セミナー（H28～）

○女性を対象とした狩猟の魅力体験ツアー（H28～）
対象者：狩猟免許を持っていない者（R2：24名参加）
内容：講演、イノシシ革細工、狩猟現場及び解体作業見学 等

猟友会各支部
が対象者を推薦

※ 新型コロナウイルスの影響等で、昨年度中止となった研修を含む。 44




